
 

奈良市権利擁護センター 

令和３年７月～ 

第４水曜日 午後 2 時～午後４時 

（令和４年２月のみ 第３水曜日） 

偶数月：弁護士【8/25,10/27,12/22,2/16】 

奇数月:司法書士【7/28，9/22,11/24,1/26,3/23】 

 

＊成年後見制度とは、 
認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が 
十分でない方の権利をまもる制度です。 

 
 

 
電話かＦＡＸでご連絡ください。 
 
（住所・氏名・希望日時・連絡先を同センターまで 
ご連絡ください。） 

 

 

申 込 

奈良市二条大路南１－１－１ 奈良市権利擁護センター TEL:0742-34-4900  



 

奈良市権利擁護センター 専門職相談 申込用紙 

 

下記に、必要事項をご記入のうえ 

権利擁護センターへ FAX でお送り下さい。 

 

 

氏 名
ふりがな

  年齢    歳 性別 男・女 

連絡先 

住所（〒   -    ） 

 

電 話  携 帯  

E-mail  

希望日時    月   日    時   分 ～ 

相談内容  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＦＡＸ送付先 

奈良市権利擁護センター  FAX : 0742-34-4514 

申込日： 


